
 

 
 
 

  平成２９年１１月１７日 
 

登録有形文化財（建造物）の登録について 
 

 
 

１． 答申が行われた登録有形文化財（建造物）の概要 

 新規登録 累  計 

登 録 数 
１８８件 

３０都府県５６市町村(区) 

１１，６９０件 

４７都道府県９１１市町村(区) 

 

○時 代 別 

 江戸以前 明 治 大 正 昭 和 計 

新規登録 ６９ ５６ １８ ４５ １８８ 

累  計 ２，０６５ ３，７４４ ２，４１８ ３，４６３ １１，６９０ 

 

○種   別 

 

産 業 

交通 
官公 

庁舎 
学校 

生活 

関連 

文化 

福祉 
住宅 宗教 

治山 

治水 
他 計 

1 次 2 次 3 次 

新 規 5 9 20 0 1 3 0 5 82 62 0 1 188 

累 計 122 1,183 1,493 483 217 360 329 331 5,285 1,610 197 80 11,690 

 

 建 築 物 土木構造物 その他の工作物 計 

新規登録 １５１    ０   ３７    １８８ 

累  計 ９，２０９ ６１４ １，８６７ １１，６９０ 

 

文化審議会（会長 馬渕
ま ぶ ち

 明子
あ き こ

）は，平成２９年１１月１７日（金）開催

の同審議会文化財分科会の審議・議決を経て，新たに１８８件の建造物を

登録するよう文部科学大臣に答申を行いました。以下は登録有形文化財（建

造物）の概要と主な事例，一覧表です。 

この結果，官報告示を経て，登録有形文化財（建造物）は，１１，６９

０件となる予定です。 



２．主な事例 

 

① 花巻温泉の核となる木造旅館建築 

花巻温泉旧松
しょう

雲
う ん

閣
か く

別館    岩手県花巻市 

花巻温泉は，大正１２年開業の大型リゾー

ト地で，松雲閣は創立期の大正１３年に創建

された。別館は，昭和２年に建築された木造

２階建の大規模旅館建築で，屋根を赤色釉
ゆう

薬

の花巻瓦で葺
ふ

き，内部には昭和３６年の昭和

天皇宿泊時の貴賓室や浴室等もよく残る。花

巻温泉の往時の様子を今に伝える。 

 
 

② 「じょうぎさん」の呼び名で参詣者に親しまれる寺院 

定義
じょうぎ

如来西方寺御廟
ごびょう

貞
さだ

能
よし

堂ほか       

             宮城県仙台市 

平清盛・重盛に仕え，平家没落後にこの地

に隠れた平貞能の墳墓の上に建てられた小

堂を，宝永３年（1706）に西方寺として開創

した。以来，多くの参詣を受け，親しまれて

いる。貞能堂は，昭和２年に気仙
け せ ん

大工により

建築された六角堂で，地元の職人の手による

特色ある彫刻で豊かに飾る。 

 

 

③ 療養地として知られた 湘
しょう

南
なん

に残る希少な明治期の結核病棟 

旧南
なん

湖
こ

院
いん

第一病舎             

           神奈川県茅ヶ崎
ち が さ き

市 

南湖院は，明治３２年に設立された結核療

養施設で，大正期に第十一病舎まで建築され

た。第一病舎は，最初に建てられた病舎で，

窓を多く開き，採光や風通しに配慮する。北

面に玄関部，西面に階段室を張り出して立面

に変化を付け，二階窓上部にペディメントを

飾るなど，外観を洋風意匠で整える。 

 

 

提供者：仙台市教育委員会 

提供者：茅ヶ崎市教育委員会 



④ 宿泊施設として活用される町家 

粋世
い な せ

主屋         滋賀県大津市 

大津市街地に建つ中規模の町家。昭和８年

の建築で，一階は通り土間に沿って，二列に

室を並べ，二階には洋間も設ける。正面は東

側の落棟
おちむね

に白漆喰
しっくい

で縁取りした虫籠窓，西側

に銅板を巻いた格子窓を用いるなど意匠に

変化をつける。平成２８年に改修され，宿泊

施設として活用されている。 

 

 

⑤ 東洋風や印度風の意匠を織り交ぜた近代建築 

芦
あし

屋
や

仏教会館      兵庫県芦屋市 

芦屋川とＪＲ東海道線が交差する角地

に建つ。仏教思想に基づく聞法
もんぽう

の場とし

て発願され，丸紅商店社長の伊藤長兵衛

の寄附によって建てられた。鉄筋コンク

リート造の四階建で，正面の付柱や開口

部のアーチの形状，ステインドグラスの

意匠などに東洋風や印度風の手法を取り

入れる。 

 

 

⑥ 明治期の標準的な小学校の様子をよく残す木造校舎 

綾陽
りょうよう

校記念館   宮崎県東諸県郡綾
あ や

町 

明治２１年に綾
あや

小学校の校舎として建

てられ，三度の移築を経て現在地に移され

た木造校舎。内外とも和風意匠でまとめる。

内部にある３室の教室は，明治１９年に公

布された小学校令が示す標準的な教室と

よく合致し，建築当時の小学校校舎の様子

を今に伝える。 

 

 

 

 

 

＜担当＞ 文化庁文化財部参事官（建造物担当）付 

  参事官    豊城浩行  （内線 2790） 

 登録部門   金井健，小沼景子，小澤栄一（内線 2797） 

  登録係    貴志徹 （内線 2738） 

   電話：03-5253-4111（代表） 03-6734-2792（夜間直通） 

撮影者：橋本慶昭 


